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６ 贈 与 税
統計表を見る方のために

１ 利用上の注意

この章は、平成１２年中に財産の贈与を受けた者のうち、贈与税額がある者（贈与税の配偶者控除を行ったことにより贈与税

額がなくなった者を含む。）について、平成１３年６月３０日までの申告又は処理による課税事績を示したものである。

なお、一部について、平成１１年以前に財産の贈与を受けた者についての申告又は処理による課税事績について調査している。

２ 統計表の収録一覧

統 計 表 分 類 方 法

調 査 項 目

調 査 方 法
人

員

取
得
財
産
価
額

税

額

控

除

税

額

６－１ 課税状況

!１ 本年分の課税状況

!２ 加算税

!３ 申告及び処理の状況

!４ 取得財産価額階級別状況

!５ 税務署別課税人員

６－２ 贈与財産の種類別状況

受贈人員及び取得財産価額

６－３ 累年比較

!１ 課税状況の累年比較

!２ 取得財産価額階級別申告人員の累年比較

本 年 分

本 ・ 過 年 分 別

〃

取得財産価額階級別

財 産 種 類 別

取得財産価額階級別

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

全 数 調 査
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%

ただし、本年分のうち、

取得財産価額が１００万円

以下の申告書（修正申告

書を除く）については、

管内６３署中、５署の標本

調査である。
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